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主な取り組み
と予算

令和4年度理財部の主な取り組みと組織運営
1 新庁舎の管理を包括的に行います。(債務負担:13億4β51万8千円令和3年11月議会)

2 健全な財政運営の寄与のため、令和4年4月から「長崎市債権管理条例」を施行します。 6去的実施委託3,560千円)
3 DXの取組みとして東芝デジタルソリューションズ(株)との連携による契約事務等のデジタル化、軽自動車OSS(1,1刀千円)、地方
税統一QRコードへの対応(29,259千円)、公開GISによる地番図の公開(99千円)に取り組みます。

4 新たな財源の確保として、令和5年度からの宿泊税導入のため、宿泊税条例を制定し、宿泊事業者と令和5年度の条例施行に向けた
準備を行います。(宿泊事業者システム改修補助等:108,852千円)

公共施設におけるネーミングライツの方針を定め、新たな財源を確保します。

5 建設業の働き方改革として、長崎市発注の工事を週休2日制とします。(約340ρ00千円)→関係事業で予算計上

1 新庁舎包括管理
(財産活用課)

・令和5年1月に開庁
する新庁舎の管理を包
括的委託のため令和4
年7月に5年問の長期
契約を締結

(関係条例提案)
長崎市庁舎の会議室等
の市民利用に関する条

例

4 新たな財源の確保等3 DXの取組み健全な財政運営の寄与
(収納課、市民税課、資産(契約検査課、収納課、資産(特別滞納整理室、資産経

税課、市民税課) 経営室)営室、収納課) 言

契約事務のデジタル化 ・宿泊税条例制定(宿泊事・債権管理の適正化(債権
地方公共団体情報システ 業者との徴収事務調整)管理条例施行)

ム標準化法による固定資産 ・公共施設ネーミングライ・公共施設マネジメント
税、個人市民税等の対応 ツ制度導入による歳入増・解体する普通財産の方針
・都市計画決定、道路台帳 ,利活用方針フローに基づの整理
などとともに公開GISによる く未利用地の売却市税収入率の向上等
地番図公開 ・公共施設マネジメントの(paypaY等キャッシュレス

結果によるヴィラオリンヒ'力伊王決済の市民の活用)
島の売却

・健全な財政運営・新たな財源確保のため(債権管理条例の施行及び宿泊税の導入)の組織を整備する。
・令和4年2月からサテライト機能再編成後も引き続き41ケ所あった市県民税の申告会場を21ケ所にし、郵送申告を促進

するとともに職員の事務負担を軽減する。

・平成27年の議会からの申し入れ以後も続いた固定資産税の課税誤りの早期発見のための確認マニュアルを作成する。
・コロナ禍の市税収入の状況等の分析等を活かし、施策に貢献する(EBPMによる仕事の意識)

1

~理財部すべての所属(5課3室)で共し、取りむ~

令和4年度
組織運営

健全な財政運営のための債権管理条例の施行

(回収困難事例の相談体制及び法的措置案件の管理
特別滞納整理室(゛正規3人)
公債権及び私債権の管理体制を強化

令和4年度
新たな組織体制

建設業の働き方改革
(検査指導室、契約検査

新たな財源確保のための宿泊税賦課・徴収体制等の整備
市民税課(゛正規1人)

宿泊税の徴収等の体制を強化

・令和6年の労働基準法
施行による建設業の労働
改善の義務化に先行し、
長崎市が発注する工事に
週休2日制を導入

・工事施工の平準化への

継続的取り組み
・入札不調原因と対応
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1 概要

令和4年4月の長崎市債権管理条例施行に伴い、市の債権の適正な管理を図るため、回

収困難事例の相談体制を整備するとともに、法的措置(支払督促、訴訟、強制執行等)が必

要な案件を理財部で一括管理する。併せて全庁的な債権管理の技術向上に向けた取り組みを

〒テう。

総務費

説明

項

総務
管理

目

一般
管理費

事業内容

督促や催告に応じない等、法的措置による解決を図るべき案件について、法的専門家と連

携し債権の回収を行うとともに、債権管理の専門知識を蓄積させ、技術向上につなげる。

番号

1)法的専門員(会計年度任用職員)の配置【3,480千円】

回収困難案件の法的措置に係る手続き及び全庁的な研修の補助等を行うため、裁判手続

等の実務に精通した職員を配置する。

5-フ

事

未収金対策費

(うち権管理分)

業

(2)法的措置等委託料【3,560千円】

債権所管課から理財部へ移管された案件の法的措置実施にあたり、次の内容を委託する。

ア委託内容

(ア)裁判手続や法的解釈に係る助言・相談

(イ)法的困難性をもつ案件の事件委任

イ委託先

弁護士・司法士等の法的専門家

名 予算額

千円

フ,531

廊ヌニラ面]権の回収における連体制

担当①債権所課

・納入の通知

・督促状発送

・催告、交渉

債
各段

①債権発生

②促

③催告~納付交渉

④法的措等

(3)債権管理事務【491千円】

支払督促・訴訟といった法的措置を行う際の手数料等の事務的経

3 財源内訳

・理財部へ移管

事業費

千円

フ,531

※雇用保険料個人負担金

②理財部

・進捗管理
・困難例の相談
や支援

・法的措等の実施

③法的門
(会計年度任用員)

国庫支出金

千円

・理財部の権
管理事務補助

財

県支出金

千円

・裁判手続補助

④法的 委
【弁理士・司法書士)

・法的解釈等の助言、相談

源

地方

・法的措等の助言、相談
・困難案件の件委任

内

千円

訳

その他※

千円

12

一般財源

千円

フ,519

予
款

回
の
流
れ



【参考1】令和4年度以降の権理体制につぃて

長崎市債権管理条例の目的を達成できるよう、理財部において以下の2本柱のもと、債権
管理を適切に行う体制を構築する。

1 回収困難事伊の相談体制整備及び法的措置案件の一括管理

Ⅱ全庁的な権管理の技術向上に向けた取組み

統一されたマニュアルと理財
部によるバックァップで、

適正な債権管理事務を行う。
取組目標を設定し、継続的な
改善を図る(PDCA)

権所管課 ①回収困難事例の相談

②法的措置案件の移管

③進捗管理・情報共有

・研修実施

1 理財部が行う債権管理に係る業務

項目

①回収困難事例の相談

▼

困難事例の相談対応

移管を受けた案件の法的措置を実施

債権管理の専門知識を蓄積

理財部

ヒアリングによる進捗管理

名寄せによる情報共有

未収金を発生させない取組の

協議、共有

全庁的な研修による職員育成

②法的措置案件の移管

法律相談、助言

・法的困難案件

の件委任

③進捗管理・情報共有・研修
実施

概要

回収困難事例、任意調査の手法や徴収緩和、債権放棄

などの相談対応及び各事例の蓄積を行う。

・高い専門性が求められる事例は、司法書士や弁護士な

どの法的専門家と連携。

・法的措置により解決を図るべき案件の移管を受け、

括管理を行う。

※移管できなかった案件についても、調査方法や折衝方

法の適時のアドバイスと、徴収のノウハウを共有する

ことで、回収につなげる支援を継続。

・各課の権管理状況や取組目標に対する進捗管理、指

、助言。

・未納者の名寄せを行い、生活保護、破産、税情報(同

意が得られた場合のみ)などを各課と定期的に共有。

・未収金発生防止の取組みや効果的な徴収方法に係る協

議及び情報共有を行う。

・所属長及び担当者研修の実施。

法的専門家

(業務委託)



2 理財部収納課及び特別滞納整理室の体制(令和4年度以降)

理財部長 歳入管理監

「乏^
課長 課長補佐

特別滞納整理室

室長

税制係

収納係

徴収1~4係

市税等5 権担当
既存体制)

高額班

立}^田旺

権理担当の新設



考2】債権管理条例を制定した背景等
少子高齢化に伴う人口減少や地価の二極化など、市税の減収が懸念され
る中、安定した行財政運営を行うため、自主財源の確保が必要背畢

市税等(理貝オ部に
おいて一元化を

行っている5債権)
は今後も高い水準
の徴収率維持が求

現状

を行っている5債 4,1仭 3,519
以外の債権)が

10年前と変わっ
ていない。

H21 H26 H27

債権管理を行う際の責務や事務手続きを

課題明確にした包括的な基準がなく、全庁統
一的な債権管理が行われていない。

効果的な権管理体制の構築債権管理条例の制定

体制の概要債権管理条例の概要

●回収困難事例の相談体制及び法的措置案件の一括管理
・市長等の責務(適正な債権管理、生活困窮者の生活再建支援) ●全庁的な権管理の技向上に向けた取組み

・債権管理台帳の整備
協議・相談専門家と連携ヒアリングに未収金を発生研修等に

・債権放棄 できるバツし法的措置をよる進捗管理させない取組のよる職員
・債務者情報の内部における共有なと アップ体制一括管理 ・改善提案協議・情報共有の育成

債権管理条例により期待される効果 効果的な債権管理体制により期待される効果
、口の用、●のにつて'る,

●権所管課では困難な法的日」を、専門的知識を有する理財部に
^ 、

権放棄、情報共有といった統一的な処理墓準を定めることで、全市的
おいて一括で行うことができる。

な権管理の適正化が図られる。
●理Eオ部と権戸斤管課が継続的な連携体制をとることで、専門的

●不良権化しこ権の整理が進む。
知識をする職員の育成1こつながる。

●各権戸斤管課で務者情報を共有することで、効率的かつ効果的な権
●生活困窮者の情報共有し、徴収停や権放棄といつこ措」と

管理につながる。
あわ、関係機関との連携により生活再建支援へとつながる。

●生活困窮者の生活再建につながる。

債権管理の適正化を図り健全な財政運営及び市民生活の安定につなげる

末収偉権額(理旦オ
部において一元化

("

口市税

10.784

ロー元化

債権 5,675

口その他

の債権

手段

4,151

未収債権額の推移 {!弛位:100万f."

244

6255
5,767,198

1,832 1,608

80歳以上 2.459人・139,596千円97%

+市税の徴収率 70~79歳 4,796人・419,027千円
96%

60~69尿 フ,0四人・746.471千円
95%

窯50~59歳5243 5.332人・795.6,7干円
4β10 4,691 94%

1,MO
^40~40歳1,339 5,2,7人・フフフ,742千円1.剥3

93%

3,お2 30~39歳 4,181人・517.757千円2,913 2,550 之,370 92%

20~29歳 3,567人・309,552千円
91

口病気・ιナが等口事業不振等口生活困窮等口納税意識の欠如等口その他H29H28 RIH30

不良債権化した債権の処理に係る統一的な基準がないた複雑な権管理の知識習得には時間を要する
め適切な時期に権放棄の判断ができず、長期的・継続が、権所管課では権回収専任の人員配置
的{こ管理することで事務の非効率化を招いている。 が困難なため、専門知識及びノウハウが不足

叢(令和2年411"キ点)

外的
要因

98%

}納者の高齢化が進み、滞納理由は生活困窮が目立っ。
包括外部監査で債権管理条例の必要性について意見がなされる。
債権管理条例は、中核市50市/62市中で制定済

徴収一元化5債権における滞納理由分布
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款

予

2

総務

説

項

1 概要

現庁舎及び新庁舎の光熱水費、備や清掃等の委託料、家屋借上料及び新庁舎移転に伴

う経費など、庁舎を維持管理するための経費

総務管理

明

2

目

一般管理

業内訳

番号
串

11-1

節

業

旅費

需用

役務費

委託料

使用料及び

賃借料

負担金、補助

及び交付金

ムそ十

庁舎維持管理

名

予算額

予算額

千円

4 78,073

現庁舎の

維持管理費

103,

26,

185,

9,フ76

新庁舎の

維持管理費

57

25,681

269

88,428

4,073

72,208

832

94,330

40,769

3 維持管理等の主な内容

272,500千円川現庁舎の維持管理

新庁舎への移転完了予定(令和5年1月)までの光熱水や備、清掃委託等の維持

管理及び移転完了後の現庁舎で不用品処分等の業務を行うために必要な光熱水費等の

分散庁舎を含む現庁舎に係る維持管理

ア光熱水(下水道使用料含む) 81,075千円

イ備、清掃等委託料 94,330千円

ウ分散庁舎土地建物借上料 30,337千円

(明治安田生命長崎興善町ビル、長崎交通産業ビル)

工分散庁舎負担金 64,361千円

(明治安田生命長崎興善町ビル、長崎商工会館、長崎交通産業ビル、長崎市民会館)

オその他(消耗品等) 2,397千円

54,183

内訳

108,182

478,0乃

共通経費
移転により

生じる経費

26

1,181

25,593

1,055

166

(単位:千円)

64,361

272,500

地域セン

ター等に

係る経費

580

119,088

4,251

41

3,850

80

28,062

1,717

5,325

40,546

48,647

2,654

3
 
1
 
4
 
0

4
 
6
 
5



②新庁舎の維持管理費

包括管理業務委託料や光熱水費等の新庁舎に係る維持管理費

ア光熱水費(下水道使用料含む) 29,437千円

イ新庁舎包括管理業務委託料 88,428千円

ウその他(消耗品等) 1,223千円

③移転により生じる経

ア明治安田生命長崎興善町ビル原状復旧工事負担金 40,

イ公用車駐車場の整備等に係る経費 8,247千円

4 財源内訳

事業

478,

※光熱水費等負担金、庁舎等管理費負担金等

千円

0 7 3

国庫支出金

千円

5 務負担行為年度内訳

令和4年度令和5年度

88,428 265,282

119,088千円

財

県支出金

千円

6 新庁舎包括管理業務委託のスケジュール(予定)

令和4年1月5日(水) 公募型プロポーザル公告

令和4年3月23日(水) 提案書ヒアリング(審査会)

令和 4年3月31日(木) 受託候補者決定

令和4年7月1日(金) 契約

~新庁舎管理マニュアル作成等、業務開始準備~

令和4年12月 管理業務開始

令和5年1月 新庁舎供用開始

令和9年12月 管理業務終了(次の受注者へ引き継ぎ)

(業務履行期間5年1か月)

源

地方債

千円

48,647千円

400千円

令和6年度

265,282

内 a尺

その他※

千円

40,709

(単位:千円)

令和9年度合計

198,962 1,348,518

令和7年度

265,282

一般財源

千円

4 3 7,3 6 4

令和8年度

265,282



《参考:令和3年11月市議会総務委員会資料抜粋》

1 新庁舎と現庁舎の比較

a )規模

延べ面積

現庁舎①

32,561.17 n{

(駐車場を除く約 30,815 市)

地上5階地下2階(本館)階数

(2)主な設備

執務室の床材

非常用発電機

新庁舎②

51,752.46 nゞ

(駐車場を除く 46,232.8 rrf)

地上円階地下1階

エレベータ

現庁舎

リノリウムプラスタイル

(弾性床)

225kvAX2 台

8基

延べ定員胎人

延べ停止階数45

40防犯カメラ

空調熱源機器

比較②/①

1.59 倍

(1.50 倍)

2.86 倍

構内交換電話設備

貯水槽

冷温水発生器

(冷凍能力 20ot X4台、

冷凍能力 10ot X1 台)

新庁舎

タイルカーペット

(繊維床)

台1,750kvAX I

10 基

延べ定員175人

延べ停止階数161

61

(3)包括管理委託で行う業務内容及び現庁舎での対応

業務名 主な業務内容

1 常駐施設管理業務

1ーア総括管理業務

IP交換機

受水槽計 187.o n;

高架水槽計35,5rr;

冷温水発生器

(冷凍能力 150t X2台)

空冷ヒートポンプチラー

(冷凍能力 43t X9 台)

ディジタル電子交換機

受水槽 35.or6

高架水槽 14.orr;

高架水槽(雑用水用) 16.8 n;

雨水槽 134. or6、 90. o n;

1ーイ設備機器の運転監

視及び日常点検保守業

務等

・新庁舎建物管理における総括的な管理

業務を行うもの

・各設備の適正な運転管理及び設備機器

の巡回点検を行うもの
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現庁舎での対応

職

業務委託

台



2 設備定期点検保守業務

2ーア消防用設備等保守

点検業務

2ーイ非常用発電設備保

守点検業務

・消防法第17条の3の3の規定に基づき、

消防用設備等の点検を行い、劣化や不

具合等を発見した場合は、適切な措置

を講じ、故障や不具合を防止し、災害

時の機能発揮に支障がない状態を維持

するもの

・消防法第17条の3の3の規定に基づき、

非常用発電設備の点検を行い、劣化や

不具合等を発見した場合は、適切な措

置を講じ、故障や不具合を防止し、停

電時の機能発揮に支障がない状態を維

持するもの

・消防法第36条の規定に基づき、防災管

理対象物の定期点検を行うもの(避難

訓練の実施を含む)

・エレベーター設備を良好な状態に保つ

ため、定期点検及び遠隔監視診断を行

うもの

・エスカレーター設備を良好な状態に保

つため、定期点検及び遠隔監視診断を

行うもの

建築物における衛生的環境の確保に関

する法律第4条及び水道法第34条の2

の規定に基づき、貯水槽を衛生的な状

態に保つため、点検、清掃及び水質検

査を行うもの

2ーウ防災管理定期点検

業務

2ーエエレベーター保守

点検業務

2ーオエスカレーター保

守点検業務

2一力給水槽清掃業務

業務委託

2ーキ汚水槽清掃業務

業務委託

業務委託

2ーク地下タンク漏洩検

査業務

新たな業

2ーケ受変電設備点検業

務

建築物における衛生的環境の確保に関

する法律第 4 条の規定に基づき、汚水

槽の点検及び清掃を行うもの

業務委託

・消防法第14条の3の2の規定に基づき、

地下タンク及び地下埋設配管の状態を

点検するもの

新たな業務

・電気事業法第42条の規定に基づき、事

業用電気工作物の保安を管理するため

点検を行うもの

業務委託

新た業

業務委託



2ーコ電力貯蔵設備点検

業務

2ーサ構内交換設備点検

業務

・再生可能エネルギーの有効活用及び温

室効果ガス発生抑制に資する電力貯蔵

設備を適切に管理するため点検等を行

うもの

・電気通信事業法第49条及び第52条の

規定に基づき、電話交換設備の点検を

行い、市の業務や市民の問合せ等に支

障がない状態を維持するもの

・バリアフリートイレや授乳室、三役執

務室等に設置する緊急呼出表示器につ

いて、利用者等の緊急時に速やかに対

応するため、機器の点検を行うもの

・閉庁時間帯の庁舎への入退庁及び執務

室内への入退室について、庁舎内の安

全管理のため、設備が正常に作動する

ように点検を行うもの

・庁舎の電力使用量抑制のため、設備が

正常に作動するように点検を行うもの

2ーシ緊急呼出表示器保

守点検業務

2ース入退室管理設備点

検業務

2ーセ太陽光発電設備保

守点検業務

2ーソ中央監視装置・自

動制御装置保守点検業

務

新、な務

2・タ空調設備等保守点

検業務

業務委

・中央監視装置、ビルマネジメントシス

テム及び空調自動制御機器の機能維持

等を図るとともに設備の円滑な運用と

適正な維持管理ができるように点検等

を行うもの

・空調設備の正常な運転状態を維持する

ため、点検を行うもの

・フロン類の使用の合理化及び管理の適

正化に関する法律の規定に基づき、点

検等を行うもの

・空調設備の良好な稼働環境を保持する

ため、空調設備のフィルター清掃を行

うもの

・授乳室、来客の多い秘課及び議会並

びに業務で使用する所属の給湯設備が

正常に作動するように点検を行うもの

・庁舎の電力使用削減のため、コージ

エネレーション発電設備(燃料電池等

の方式により発電し、その際に生じる

廃熱も同時に回収するシステム)が正

常に作動するように点検を行うもの

2ーチフィルター清掃業

務

故障時対応

新たな

出退理備

(人事課)で

用

2ーツ給湯設備保守点検

業務

2ーテコージエネレーシ

ヨン発電設備保守点検

業務

新たな務

新たな業務

業務委託

業務委託

故障対応

、な務



2ート雨水槽等点検業務

2ーナ自動ドア点検業務

2ーニシャッター保守点

検業務

・雨水槽、雑用水槽及びこれらを利用す

るために必要な設備の正常な機能を維

持するため、点検及び清掃を行うもの

・自動ドアの正常な運転を維持するため

に必要な点検を行うもの

・閉庁時間帯の執務室内への入退室にっ

いて、庁舎内の安全管理のため、シャ

ツターが正常に作動するように点検を

行うもの

新庁舎に設置する免震装置が各種法令

及び(一社)日本免震構造協会が定め

る免震建物の維持管理基準に基づき点

検を行うもの

・労働安全衛生法第41条及びゴンドラ安

全規則第 21 条、第 22 条の規定に基づ

き、性能検査及び設備の使用前の点検

を行うもの

・自走式(地下)駐車場、障害者用駐車

場及び駐輪場が円滑に運用できるよう

に設備の点検を行うもの

2ーヌ免震装置点検業務

2ーネ清掃用ゴンドラ点

検業務
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2ーノ駐車場管制設備保

守点検業務

3 守衛受付・警備保安業務

3ーア立哨業務

3ーイ巡回業務

たな業務

業務委託

3ーウ受付業務等

たな務

3一工機械備業務

・正面玄関入口及び秘書課入口での監視

・玄関等の施解錠、各出入口の施解錠確

認、火気使用箇所の点検

閉庁時間中の職員の入退庁の管理

・コールセンター運営時問以外の各種問

合せ、緊急時の職員への連絡

・防犯システムのセット操作・解除操作

・到着文書の保管

・国旗・市旗等の掲揚

3ーオ守衛業務

、な務

業務委託

業務委託(窓ガ

ラス、のゴン

ドラ使用はな

し)

'

4ーア日常清掃業務・日

常巡回清掃業務

4ーイ定期清掃業務

たな

新た業務

・廊下等共用部分の清掃、トイレ清掃、

給湯室流し台清掃

・執務室の清掃、窓ガラス清掃(ゴンド

ラ使用)、繊維床の洗浄、硬質床のワ

ツクスがけ

業務委託

業務委託

業務委託

新た務(分

舎にメ刀

業務委託



4ーウ議場・傍聴席の清・議場使用日の議場の清掃

掃業務

5 建築物環境衛生管理業務

5ーア空気環境測定業務・2か月に1回の空気環境測定業務、年2

回の照度測定業務

5ーイ衛生害虫調査業務・防鼠、防虫網等の機能点検

6 植栽維持等屋外管理業務

6ーア外構植栽管理業務・庁舎敷地内の植栽ごとの特性に合った

維持管理

7 総合案内業務

フーア担当窓口等への案

内

8 駐車場管理業務

8ーア精算機の売上金集

金

8ーイ売上金の報告・入

金

8ーウ緊急時の料金徴収

来庁者の用務に係る問い合せ、市の施

設や担当窓口の所在の問い合わせへの

対応等

業務委託

・駐車場(地下駐車場、障害者駐車場、

駐輪場)精算機の集金

・駐車場(地下駐車場、障害者駐車場、

駐輪場)売上金の報告・入金

・精算機故障時等における現金による料

金の徴収業務

業務委託

業務委託

業務委託

業務委託

新たな業務

新たな業

新たな
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112~113

予

款

2

総務

1 概要

次の理由により解体工事を行うもの。

m 公共施設マネジメントに伴う建物の解体

②施設の老朽化等による建物の解体

③長崎市と長崎放送株式会社との共同開発による建物の解体

2 業内容

①解体工事 145,402千円

ア公共施設マネジメントに伴う建物の解体

(ア)旧開陽山荘 [外海地区]

(イ)旧香焼図書館 [香焼地区]

(ウ)旧おみず荘 [小ケ倉地区]

イ施設の老朽化等による建物の解体

【ア)大明寺生活館 [伊王島地凶④

【イ)旧下黒崎町職員住宅 [外海地團⑤

【ウ)旧医院住宅 [外海地凶⑥

(エ)旧神浦向町教職員住宅2号3号 [外海地圓⑦

【オ)旧神浦向町教職員住宅 [外海地因⑧

②解体工事負担金 45,009千円

ア長崎市と長崎放送株式会社との共同開発による建物の解体

【ア)長崎市社会福祉会館

③事務 1 1

明

総務管理費

6

財産管理

番号
事

2-8

業 名

市有財産解体

予 額

201,482

千円

一般財源

千円

6 8,982

3 財源内訳

事業費

千円

201,482

※公共施設等適正管理推進事業債

※過疎対策事業債

17,062千円

4,25 7千円

3,743千円

3,3 7 6 千円

3,209 千円

2,47 7 千円

国庫支出金

千円

財

県支出金

千円

⑨( 45,009千円)
07 1千円

■ノ

源内訳

地方債※

千円

132,500

充当率 90%①、②、

充当率1 00%④、⑤、
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その他

千円

③の解体工事

⑥、⑦、⑧の解体工事
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①旧開{ξ山荘
施設の概要

名 称

所在地

建物構造等

延床面積

建.築年月

旧開陽山荘

長崎市西出津町3127番地1

鉄筋コンクリート造瓦葺3階建

7 1 6.5 1 rrr

昭和55年建築(築4 1,年)

現況・写真
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②旧香焼図館 施設の概要

名 杓、

所在地

建物構造等

延床面積

建築年月

旧香焼職図館

長崎市香焼町567番地

鉄筋コンクリート造陸屋根3階建

644.4 2 n;

昭和4 7年建築(築4 9年))

現況
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公共施設マネジメントによる移転

旧香焼図館(解体予定)香焼地域センター内(移転先)

香焼町1070番地32香焼町567番地所在地

鉄筋コンクリート造3階鉄骨鉄筋コンクリート造3階
構造等

(耐震補強済)(旧耐震基準)

昭和53年3月建築年月 昭和47年4月

43年築経過年数(令和4年2月現在) 49年

2,603(1 ~3階)644(1~3階)延床面(市)

419(1階)※2464(1~3階)うち図館機能部分(市)知

※1図館機能.書架・閲スペース、貸出カウンターや行事等で利用するための部分

※2 香焼地域センターでの図書館行事は、2階会議室を共用するために図書館機能部分の面積に含めず。

・香焼

香焼地域センター内(移転先)旧香焼図昏館(解体予定)

現在の香焼図館(香焼地域センター内)



③旧おみず荘 施設の概要

名 称、

所在地

建物構造等

延床面積

建築年月

旧おみず荘

長崎市小ケ倉町2丁目700番地

鉄骨造銅板折板 2階建

2 1 3. o o rrf

昭和54年建築(築42年)
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④大明寺生活館

位 1_ 図

施設の概要

名 称

所在地

建物構造等

延床面積

建築年月

大明寺生活館

長崎市伊王島町1丁目甲1077番地

コンクリートブロック造カラー鉄板

瓦棒葺平家建

1 3 3.40 rri

昭和58年建築(築39年)

現況写
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⑤旧下黒崎町職住宅
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施設の概要

名 称

所在地

建物構造等

延床面

建築年月

旧下黒崎町職員住宅

長崎市下黒崎町26

木造瓦'平家建

5 2.80 nf

昭和44年建築(築
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⑥旧医院住宅

Ⅱ 離

、

、

施設の概要

名 称

所在地

建物構造等

延床面積

建築年月

、

、

早.直、

弔弔、

旧医院住宅

長崎市神浦江川町617番地

木造瓦葺2階建

9 9. 1 6 rrt

建築年不明
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⑦旧神浦向町教職住宅2号3号
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施設の概要

名 称

所在地

建物構造等

延床面積

旧神浦向町教職員住宅2号3号

長崎市神浦向町140番地2

木造瓦葺平家建
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⑧旧神浦向町教職住宅 施設の概要

名 称、

所在地

建物構造等

延床面積

建築年月

旧神浦向町教職員住宅

長崎市神浦向町138番地3

木造瓦平家建

6 6. o o rrl

昭和40年建築(築56年)
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⑨長崎市社会福祉会館
施設の概要

名 称

所在地

建物構造等

延床面積

建築年月

長崎市社会福祉会館

長崎市上町1番地17

鉄筋コンクリート造陸屋根4階建

フ 7 5.2 2 rrl

昭和33年建築(築64年)
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ページ

134~135

予算

款

2

総務費

136~137

説明

項

2

徴税費

1 概要

都市の魅力を高め、国内外の人々との来訪及び交流を促進するとともに、観光の振興を図る施

策に要する費用に充てるため、法定外目的税である「宿泊税」を入する。

このため、「宿泊税」入に係る広告費、システム開発費等の所要経費、及び宿泊事業者に対す

るシステム整備補助金、特別徴収事務交付金(令和5年度以降)を交付するもの。

11

目

税務総務費

2

賦課費

合計

11

番号

2 事業内容

(1)宿泊税の納税義務者

市内に所在の「旅館業の許可を受けて営業を行う施設(旅館・ホテル、簡易宿所)」、又は「住宅宿

泊事業の届出をして住宅宿泊事業を営む住宅(民泊)」への宿泊者を納税義務者とする。また宿泊事

業者を特別徴収義務者として、宿泊者から宿泊税を徴収し、長崎市に納入する。

2-1

事業名

税務総務事務

(うち宿泊税入分)

1-9 宿泊税賦課

(2)宿泊税導入に係る主な経費

ア宿泊事業者へのシステム整備補助金【78,500千円】(※令和4年度のみ)

先行自治体にない長崎市独自の施策として、宿泊税導入に伴って生じる宿泊事業者のレジ

システムの導入・改修に係る経費のν2(上限50万円)を補助する。

(上限)50 万円 X (施設数)235力所X2/3(※)=7β50万円

※宿泊事業者に対する「レジ(会計)システム等の状況に関するアンケート

(R3.10実施)」で回答した施設の約2/3がシステム改修等が「必要」と回答。

予

千円

1,913

千円

106,939

千円

108,852

額

イ広報周知【10,621千円】

宿泊税の周知を図るため、PRツール旧2・B3ボスター、A4チラシ、ステッカー、卓上POP)を

作成し、県外の訪問者向けに玄関口となる空港やバスターミナル、駅など交通機関のほか、

宿泊施設や旅行代理店等に配布し、周知を図る。

ウ宿泊税システム構築業務委託料【8,486千円】※次ページ参照

宿泊税の調定・収納情報を管理するシステムを構築し、長崎市に申告納付される一連の業

務の効率化を図る。



《宿泊税システムの主な機能》

課税情報の入力管理機能、特別徴収義務者及び施設の登録・管理機能、納付書作成機能、

調定情報集計表等出力、収納情報消込管理機能、収納金集計機能、交付金計算機能など

宿泊税システム全体図

税系システムの
ネットワーク

●伺■■■■■

宿泊税システム

サ'^ノ丈^

1台

滞納整理支援
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市民税課

(調定)
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2台既設使用
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工宿泊税特別徴収事務交付金(※令和5年度以降から交付予定)

宿泊事業者が特別徴収義務者として宿泊税を徴収することにより、新たな事務や経費負担を課す

ことになるため、宿泊税の納期内紬入額の25%を特別徴収事務交付金(上限50万円)として毎年
交付する。

圃

3 事業スケジュール

令和3年度(2021)
年月
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4 事業費 108β52千円

【経費内訳】

1節報酬

3節職員手当等

4節共済費

8節旅費

節

(内訳:収納課 1,913 千円、市民税課 106,939千円)

10節需用費

会計年度任用職員賃金

内容

会計年度任用職員期末手当

11節役務費

厚生年金等負担金など

通勤費

消耗品費

印刷製本費

船車券購入費・郵送料

広告料

予算額

(千円)

2,394

12節委託料

宿泊税システム開発委託

359

宿泊税システム保守委託

会計年度任用職員 2名

入準備に係る事務補助

①任用期間: R4.4,1~R5,331

②任用期間:R4,11.1~R5331

説明会'料用コピー用紙等

PRポスター、納付作成

特別徴収義務者への資料郵送料等

公共交通機関等での周知

宿泊税システムの開発

宿泊税システムの保守

収納データの取り込み試験

コードの追加を行う改修

コードの追加を行う改修

プリンターの保守点検

宿泊事業者への説明会会場の借上料

ハソコン等の賃借料等

宿泊事業者のレジシステム改修等に係る経

費の 12を補助(上限50万円)

伯節使用料及び賃借料

545

税系システム収納データ取込試験委託

165

財務会計システム改修委託

18節負担金、補助金

及ぴ交付金

、十

※は収納課分

内容

317

滞納整理支橿システム改修委託

2,926

410

ファクシミリ保守点検委託

10,621

8,486

660

÷ 193

※ 515

※ 922

1,131

,.283会場借上料

ハソコン等賃借料

5 財源内訳

システム整備補助

事業費

千円

1 0 8,8 5 2

【参考1】年度別経費(見込)

令和5年度令和4年度

28268108β52

425

国庫支出金

千円

78,500

108,852

財

県支出金

千円

源

地方債

千円

内 訳

その他(※)一般財源

千円千円

1 0 8,8 4012

令和6年度

20,Π9

※雇用保険料個人負担金

令和7年度

20,126

(単位:千円)

令和8年度

20,218



【参考2】

NO

1 名称

長崎市宿泊税条例(案)の概要

項目

目的

長崎市宿泊税条例

都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに

観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法の規定に基づき
宿泊税を課する。

課税対象:長崎市内に所在する宿泊施設(民泊含む)への宿泊行為

課税標準:宿泊施設への宿泊数

納税義務者:宿泊施設への宿泊者

・徴収方法:特別徴収

・申告期限:毎月末日までに前月の初日から末日までの間の分を納入

(一定の要件を満たす場合は3か月ごとに申告納入)

旅館業、住宅宿泊事業を営む者又は宿泊税の徴収にっいて便宜を有す
ると認める者

申告項目

川特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
②宿泊施設の所在地及び名称

③客室数その他設備の概要

④営業開始予定年月日

修学旅行その他学校行事に参加・引率する者

1人1泊について、宿泊料金が

a} 1万円未満のもの 100円

② 1万円以上2万円未満のもの 200円

③ 2万円以上のもの ※免税点なし500円

・納税管理人に係る不申告に関する過料

・帳簿の記載および書類の作成義務違反等に関する罪

毎年度、使途及びその内容をとりまとめ、公表する。

条例施行後3年ごとに制度の見直しにっいて検討を加える。

規則で定める。

(令和 5年中を目指すが、新型コロナウィルス感染症の収束状況や

入に係る準備期間等も考慮した上で、総務大臣同意後に決定する。)

4,4億円/年

納税義務者等

4 徴収方法

内容

特別徴収義務者

(参考)

税収見込額

課税免除対象者

7 税率(税客勵

8 過料、罰則

公表

制度見直し期間

12

11 施行予定日

9
 
W



ページ

134~135

予算

款

2

総務費

136~137

説明

"

If

"

徴税費

U

目

事務費
2

賦課費

1 概要

令和3年度税制改正に伴い、地方税共通納税システムの対象税目の拡大〔固定資産税・都市計画

税、軽自動車税(種別割)〕に伴う地方税統一QRコードを印字し、パソコンやスマートフォンでの非対

面,自宅での納付ができるようシステム改修等を行い、利便性の向上を図る。

令和5年度課税分から(イメージ)

公公納付 師市暖a財庫馴脚劇噸収済通知ノ'、.

軽寅動車税穂別割 領収証軽自動車税稲別劃塾1す控
01710-9-961721 1 帥長印州 墨嶋 甫婦市冉

コフ171 9,9617?フ
1234567890123456789042201

Ⅱ

11

番号

2-1

Ⅱ

事業名

(うち地方税統一訳トド対劇

税務総務務

固定資産評価

固定資産税賦課

諸税賦課費"

"

1-3

"

1-4

計

A

1-8

回 320,234567890鬼0000004500024800000000000

3400000000π2345678900プ6543270000000000000000

予算

冒

智
f.於

▲

1 9,

4,

額

千円

千円

千円

千円

'

467

111棚11削肌

凱

4 6 7

(,1),'^,01葬'3'1肘01乞3'5'了'^
0帥"1,0・0'5^・0

4,

29,

7 9 2

共通納税
シスーム

5 3 3

259千円

田

瓢

印字

対応

00 00

納税

取込

対応

也方団体

地方税

統一

QRコード

金融機聞

MP"括伝送

項
2

合

屯
●

ι
ι
t
1
1
t
ι
1
1
生
1
1
ι
1

(
 
C



2 事業内容

令和5年度課税分から納付

事業

収納消込システム等改修

固定資産税システム改修

に地方税統一QRコードを印字し、収納するためのシステム改修

軽自動車税システム改修

内容

システム改修等委託料

納付印字テスト委託料

システム改修等委託料

コンビニ収納テスト委託料

3 事業スケジュール

令和 4年度(2022)令和3年度(20?1) 令和 5年度(2023)事業
田■阿■四証■7■■田田田■回■■■囲匝89

納付印字テスト委託料

システム改修等委託料

納付印字テスト委託料

コンビニ収納テスト委託料

地方税統一
QRコード

対応

予算額(千円)

19,364

103

4,158

309

792

3,828

396

309

4 財源内訳

事業費

千円

2 9,2 5 9

所管課

収納課

システム改修等(QRコード対応)

資産税課

国庫支出金(※)

千円

29 259

市民税課

連動試験

,

財

県支出金

千円

印字等テスト

源 内

地方債

千円

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

訳

その他

千円

一般財源

千円

★
運
用
開
始帳

票
審
査



ページ

136~137

予

款

2

総務費

1 要

令和3年度税制改正に伴い、軽自動車税関係手続のオンライン化(軽自動車ワンストップサービス(0
SS))へのためのシステム改修を行うもの。

く軽自動車OSSとは >

軽自動車を保有するための多くの手続(検査申請、地方税申告等)と税・手数料の納付(検査手
数料、技術情報管理手数料、自動車重量税、軽自動車税(環境性能害D 等)の手続と税・手数料の
納付を、インターネット上で一括して行うことを可能とする軽自動車保有関係手続のワンストツプ
サービス

説明

項

2

徴税費

目

2

賦課費

番号
事業名

諸税賦課

(うち軽自動車OSS対応)
1-8

言.

予

^

.

自車OSSとは

2 事業内容

(1)軽自動車OSS対応のためのシステム改修委託料 1,177千円

令和5年1月から新車新規時の手続きがオンライン化されることに伴い、申請者(購入者)が検査申

請、軽自動車税の手続きをワンストップによる電子申請が可能になるため、システム改修を行う。

3 事業スケジュール

4年度(2022)

事業田■■■四囲囲 8 9 10 1112

額

千円・

1 7 フ

③自動中検痘誠鴇
交付(返付)

^

甲=

.

露
行政般関

軽自動蹴検査協金

▲
ユ申胴データ笹理

軽自動車
O SS対応

4 財源内訳

事業費

千円

1, 17フ

(※システム改修)

システム改修(軽自動車OSS對広)

国庫支出金(※)
千円

1, 17フ

連動試験

県支出金
千円

令和5年度(2023)

4 5 6 7 8 9

内源

地方債
千円

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

-30-

訳

その他
千円

一般財源
千円

電
電

一
興

21
 
★
、
用
開
始

◆
端
末
等
準
備



ページ

136~137

1 概要

公開型GIS※の活用による地番図の公開

【現状】

市民等から土地の所在に関する問い合わせ

'市民等は必要な情報を収集するために、来庁のうぇ窓口で確認することから時間と費用が必要
・問い合わせに対応する職員の負担増

・市民等からの地番図公開の声

対策】

公開型GISを活用して、インターネット上に地番図を公開し情報提供を行う
【効果】

・市民サービスの向上

・新型コロナウィルス感染拡大防止に向けた接触機会の減少
・職員の負担軽減

2

総務費

説明

項

2

徴税費 賦課費

番号

2-1

事

賦課務

(うち公開型GIS桶築

※公開型 GIS とは、Ge吃raphic lnfo"mation system(地理情報システム)の略称今まで紙で扱って

いた地図をデジタル化し、.システム上で各種地図を重ねて表現できるほか、検索や計測などをするこ
とができる。このシステムをインターネットで簡単に利用できるようにしたもの。

業 名

地番図イメージ

地番が記載された字図を現況に近い形で編集し、つなぎ合わせた地図で隣接する土地の把握が容易
となる。(筆界・権利関係を証明するものではない。)

予 額

99千円

字図A

1

3番

5番

2番

4

6番

字図B

7番

9

10番

地番図

1雷

3番

5番

(字図A十字図B十字図C)

2番

4番

6番

8番

Ⅱ番

字図C

捻

M

15番

10番

8番

13番

16番

Ⅱ番
16番

3番

目
2

予
款

7
 
9

2
 
4
 
5

ー
ー



2 事業内容

内容事業

公開型GISシステム保守料公開型GIS構築事業

5課=システム保守料(令和5年1月~3月) 150千円/月 X 3力月 X I.1

資産税課、都市計画課、建築指課、土木総務課、事業管理課の5課で按分

※公開型GISシステム構築費 6,354千円(都市計画課、建築指課、土木総務課で予算計上)

【公開する内容】

地番図情報、都市計画情報、道路台帳情報、建築基準法上の道路情報、上下水道管路情報

【公開時期】

令和5年1月

3 事業スケジュール

業者選定(フロホーザル)

システム構築

運用開始

年月

予算額

99千円

4 財源内訳

事業費

99千円

4 5

99千円

6

令和4年

87

国庫支出金

千円

9

一般財源

99千円

10

財

県支出金

千円

利 12

訳

その他

千円

源

令和5年

2 3

内

地方債

千円



公開型GISイメージ(福岡市の仮D

医療健辰マップ
逼闇市内の医療・慥廉に闘亨る清耻を
検索できます.

都市討画情,霞び指定道路
梛縄市内の都市計缶や、這築昆樫班道

処に聞▼る情偲を横素てきま,'.

嵒

"ま羅図ま,
鴫圓区"

.

、

地1三断胃報マップ
福昌市内の樹賦個報を堆黒てき手写'.

.

.

字図(地番現況図)情報
福密市内の地番の正、竪を横崇で妻宗
す.

総合ハザードマップ
各也、ザードマップや迎匙所の位盛を
確認できます.

.

.

陶乍●,真

JAPAN

.

.

.

占

@1
、0,

U

.

オープンデタ
匁毒塙鞍のある轟局市のオーブンデー
タを検素で声ます

バリアフリーマップ
癌国市内のバリアフリーに欄亨る情軌
を憧衆できま1'.

行政情報マップ
福閏市内の韮倒脅粒,行政価鴇を検桑
できます.

凸

.

.

回.回

回

公有財産活用・
賃付・兇却やP叩両を憤討サる宗有

地・公共旋股を犢素できまサ.

地番図情報

.

400

印

聞0

建築基準法上の道路情報

400

80 ゛

的

400

80

甲^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

市役所の地図情報を一元化して、

インターネット上に公開

地番図情報、都市計画情報、道路台帳情報、

建築基準法上の道路情報、上下水道管路情報
etc

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.

6伽

都市計画報

.
、

"
 
P
昌

.
 
P
9



市税収入額の推移

(円)

600.0
560.4

500.0
40.4

25.6

546.9

400.0

的.フ

24.5

532.0

300.0

540.0

4

39.6

28.5

14.4

39.8

24.9

200.0

528.2

48

37.3

28.2

62.0

533.0

252

37、3

31.5

547.8

23.9

37.5

30.8

52.フ

553.1

幻β

31.0

196.

543.5

57

37.6

30.1

H26 H27 H28H22 H23

,口蚕χ市亘種 6釜入雨昆覗 6面点鬢塵ゑi、:
:口市たぱこ税口都市計画税口その他の税,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

舵,3

189.

5郭.3

275

37,8

28,2

44.8

2 市税の徴収率及ぴ収入未済額の推移

547.4

267

釘.6

27.3

44,9

553.8

271

鵠.1

27.2

01.4

(億円)

50.0

536.4

279

38.0

25.2

03.

97.5

01,

510.4

29

37.8

25.1

97.6

923

04.1

530.0

97.8

92.3

40.0

41.4 41.5

539.3

39.2

24.9

37.9

25.3

03.

98.2

92.1

98.5

00,4

30.0

92.8

40.0

H29 H30

※その他の税
・軽自勵

・入'税

98.6

93.8

98.フ

94.8

20.0

35.6

RI

21.5

99.0

95.フ

R3

(当初)

業所税

・特別土地保有税

R2

22.3

96.6

99,1

10.0

31.5

97.0

99.1

19.1

H20

R3

97.3

992

19.3

R4

(当初)

H21

25.4

26.2

30,1

97.5

99.1

収納率(%)

98.4 99.1 99.1

.....^.....

96.8 96.7 97.4

H22

33.0

22.0

97.5

H23

35.5

H24

35.2

18.3

H25

33.フ

100

H26

33.2

r^宋収額

全体

現年課税

越

33.9

H27

31.4

80

H28

30.5

H29

印

30.6

17.2

H30 RI

40

R2

20

R3

(当初)

R4

(当初)

0
同円

.4

円
.31

円円円
1

.
61



3 税制改正の(固定産税等(土地)の負担調
①負担調整措の概要

《R3税制改正》

負担調整措置

3年に一度の評価替えに伴う税負担の上昇幅が大きく
なる合に、上幅を一定囲(新しい評価額の5%
以内)1こ抑えて段階的に課税標準額を引き上げる措

据置特例

.コロナ禍にお{る納税の撞に配慮するため
令和3年税制改正において、令和3 度隈りとし
て創設された特例措

・評価替えにあたり規定の担整措をじた結
令和3年の税額が上'する土について令和2年
と伺額とするもの。

②負担調整措置及ぴ据置特例と上昇率半減のイメージ(商業地等)

評価 3000万円

評価替えにより

評価額が上昇

措)について

《R4税制改正》

負担調整措置
3年に一度の評価替えに伴う税負担の上昇幅が大きく
なる場合に、上昇幅を一定囲(新しい評価額の5%
以内)に抑えて段階的に課税標額を引き上げる措

商業地は上を半・(5貼一25g6)

評価額

2,000万円

^^^^^^^^^^^^^^^^^

上 乃万円◆

1,400万円 ◆
{3.000万 X 2,59、)

【令和3年度税制改正】 【令和4年度税制改正】
前年課税準額に据置き 商地等の上昇率半滅(5怖一2.5%)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
(基準年度の前年) (準年度) (第二年度) (第三年度)

③長崎市における影額見込み(固定資産税+都市計画税) ※現年度調定ベース

税額円

3.282.0

課税額

1.400万円

負担調整措により段階的に課税標準額を弓1上げ

(1,託0万円)
.

.

■

■

^^^^^

80.0

78.0

(1.700万円)

76.0

.

74.0

嘉

.
.

.
◆

.

(1.850万円)
^^^^^

72.0

郎税制改正

据

'3.1億円

^

3,0

70.0

^^^

1,625万円

^

73.4

1'0万円と

(3,伽0万円X6")

R2

C^評価額

^

75.9

^
^

3,2

78.5

72.8

R3

本来の税額

^
^

乃.4

^
^

3.2

80.2

74.3

評価額:兆円

据

R4

終了(R3限り)

R4税制改正据 '1.1円

(上昇率半減響額)

※交付金等による補填なし

(普通交付税の対象)

R5

商地等上昇率半減

-35-

76,0

3.2

3.1

3.0

2.9

^^

國
國

◆
◆

瓢

円

円

万
一

万

耶
一

7

化
一

一
一

一
一

嘉
.

◆

◆

゛

.一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

K

一



500,006)

H22

450,000 443,766人

400,000

350,000

300,0卯

191.1

250,000

円

200,000

429,508人

190~2

4 個人市民税と人口の推移

R2

150,000

円で増加

193.6億円

10年で
' 37,500人

100,000 11

゛

」ま間,上'靴f 藤、
納税義務者の割合

50,000

^

平成30年度をピークに少

198.1億円

0

25 53 人

^^^

47

43

人

^

406,313人

ほぽ横ばい
H22:52.0%叩・ R2 ; 65.1%+13.1ホ'イント

^

・1Q望個壁_老年人口
・納税義務者数の割合

^^^

H27H22

長崎市人ロビジョン(人)個人市民税額(億円)

※H22~R2人口は実数値、R3以降は推計値

老年納税義務者数

^

14 86 人

^

^

12,91 人

^^^^ ^^^

+23.500人、老年人口(納税義務考
H22 ! 43.0%゛R2:35.5%'75ぎ

^^^

^^^ ^

今後10年で

'お,帥0人(人ロビジョン)

395,586人

^ ^^^

ΠΠΠΠΠΠΠ

^

50

^^^

^

2

1913億円

会後10年間で生産年人口
生産年人口

213 人

^^^ ^

承ほ 1

^^^

R12 (憶円)

300

^

人

35

^

^^^

47

生産年,人口(人)

人

'23,700人
(納税務者)'15.200人

382,504

R2

15 人13

^

^^^

189.4億円

老年人口(人)

^^

合径10年問で

R7

・トうち生産年齢人口納税義務者

^ ^^・^

老年人口はしぱらく後に減少に転じ、
老年人口の税義務者の老年人口'乙000人

RI

13 人

ー
"



'249'0 '16ψ0

'7qo

'約12億円

(' 249、0)

'約6億円

' 16,'0

('16ψ0)
36,フ

H23.

東日

'約3巧円

(' 79"0)

H2■ H21

税割.

22

ロナ

9.3 '円

'12.0億円

子ツ

'約1441円('3ド幼
'内訳,

IE梨促益等による減 75ι"円( 16%)

税制改正等による減 69僚円( 15%)

約1.円( 59'0)見込
4内訳1

企業収益等による1牲 3.5憶円

税制改正辱1'る減 51邑円

335

¥

40.0

aリ脚
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12.4 11.
. ..

""..^.'

48 52

.......
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.......

12.9
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6 令和3年地価調査の

(円)

1,000,000

918,000

要(各年7月1日の価格)

【商業地6地点】

1,3弧

930,000

①五島町や恵美須町などの長嶋駅周辺において

は、新幹線の開業期待、出メッセなど駅周辺整

備の具体化等から地価が縫鎮して上昇

②銅座町や船大工町などの飲食店からなる歓楽街

や観光施設に近い地域では地価が下落に転じた

1.1寓

940,000

0.4鳥

944,000

4帥.000

426

19.了乳

510,000

4叫00け

390,000
フ.1舗

4.5怖 301,000

281,000 ___゛ーーーー
269.000 __ーーーーーーーーーー゛

^^^^^^^^^

208,0的 217,000
杓

9.9郭

444,000

浜町

0.0%

944.000

16.7齢

595,000

200.000

8.2郭

422,000

11.3乳

494,000

11.8寓

6価.000

9.5嘗

462,000

五町

4,9X

518.000

3,OM

舶5.000

恵美須町

200.000

3鵠

479,000

【住宅地6地点】

8,5郭

562,000

187,000

2.0嘗

307,000

1.0嘗

4了4.000

8.6怖

203.000

座町

4.1鷲

226,000

^^^^^^^^^^

中園町

9.4寓

222,000

2.6鼻

315,000

地価の二極化

①中心部から北部にかけては、戸建用地及びマン

ション用地の需要が旺盛で地価が継続して上昇

②階段道路等の車両通行不能の住宅地や郊外部

は、コロナ禍前後に朋係なく引き続き下落傾向

6.3郭

236,000

大工町

95,000100.0伽

上西山町

3.5%

218,000

4.2乳

124.000

5.9%

250.000

4,0郭

98.800

50.000

58,500

4.8乳

130,000

41,00

1.0嘴

59.100

4.3乳

103,000

1.5乳

132,000

1.7郭

40,300

泉IT目

^

2.0%

60,300

1.9乳

105.000

2.9%

13,400

5.3%

139.000

0.7M

40,000

町

.

4,8船

110,000

0.3M

60,500

3,0乳

13.000

1.0鷲

39,600

滑石

^ ^

0.8舗

61,000

香町

1.5舗

12,800

1.0鼻

39.200

秋月町
3.1%

12,400



7 中核市の市税収入額比較(R2決)

(億円)

匝到

1,000,0

モの他の税

■固定資産税

都市計画税

法人市民税

市たばこ税

個人市民税

780.9

{円1

ι200,000

【市民1人当たりの市税収入】
の税

固寔賓盧毎

17主804円 法j、市昆糧

157,858円 人市昆鵬

26,9舗
131.0認円22,913

22,254

49,836

150,000

100,000

0.0

金尼川姫宇八西鹿
都王児

田橋口路宮子宮 沢
....

:●:類似都市(人口如~50万人)

50,000

71,406

37言1

゛ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.

^

0

類似都市平均
446,702人

戴長埼市除く

匝祠

■

1 市民1人当たり税収
・類似都市平均と比較すると3/4程度、一人あたり

'43,716円となっており、長崎市の人口約如万人
で換算すると175億円少ない。

主な税目別

(1)個人市民税▲14,337円

・納税鶴務者数が10%以上低く、課税標準200万
円以下の割合が高い。
②法人市民税'3,128円

・納税養務者数が10%以上低く、長崎市内に本店

を有する法人数が少なく、法人税割額も少ない。
恨)固定賣産税'21,570円

・土地は地積が小さく価格も低い。税額は約55%
・家屋は棟数、床面粘、税額いずれも90%弱

※斜面地が多く、士地・家屋の価格が低い。

9

の'

他中核市平灼
367,6開人

匝到

福岡松

山山中山
...

,

長崎市

409,158人

の

吹

田阜橋松崎
..

1

」^

^

235.9

長 奈い大高郡那越福明秋盛水久福旭八山下函呉八佐甲寝松
わ留世屋

良き槻山覇谷知井石田岡戸米島川尾形森関館戸保府川江取

、
一

枚

方

他
中
核
市
平
均

和
歌
山

横

柏
●

他
類
鐙
市
平
均



8 キャッシュレス決済の状況

(百万円)

800.0

700.0

子マネー(スマ
ホ決済アブリ)

クレシ'づトカード

インターネ"ハ'ンキング

600.0

500.0

400.0

300.0

(R4,1月末現在)

訟,566件
695.2

(5債)

29,106件
545.3

(市税)

200.0

9 徴収猶予の実綬

100.0

(百万円)

250.0

0.0

649件
20.4

(市税)

R3R2

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^『

①R2.10月~:インターネットバンキング・クレジット
カード決済

②R3.2月~: UNE pay ・ pay pay

③R3.12月~:aupay ・d払い・J・colnpay :
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1,092件
28.9

(5債)

41.8

200.0

207.0

150,0

100.0

50.0
22.1

0.0

113.6

徴収予の

税目

人市民税

法人市民税

固定資産税

却資産税

軽自車税(種別割)

業所税

17,4

14.0

97.9

(R4.1月末現在)

特例猶予許可額

うち収納済額

25.フ

(税目別)

可

54.9

45.1

04

1723

39.4

322

432.5

76.2

0.0

70.1

650.4

4.8

0.4

収入

総

172.1

※徴収予の特例制度

間: R2.2月~R3.2月1日

a年間)

②要件:収入が前年伺比20%
以上減少

③担保、延滞金:いずれも不要
(免除)

④:許可額のうち、未収金は
約20%

21.5

112

371.フ

67.6

0.0

41.フ

513.フ

(百万円)

未収額

17.9

21.0

60.8

8.6

0.0

28.4

136.フ

47.8

そ
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